
市政(手IJ通)等と結び，藩の勤王党たる誠忠組士として活躍した。

文久元年侍目付に抜てきされ， 翌年勅使大原1[1:患が幕政改革の

勅を奉じて東下するに従い，変名して江戸におもむいたのち，

文久 3 年西郷吉之助らと下関に至り量産長の連合を画策し，また

慶応、 3 年には板恩返助らと討幕を議した。 王政復古ののち， 明

治元年徴士，参与， jj事務官判事に任じられ， JX辰の役に出征し

た武勲により永世禄 l 千石を下賜された。明治 3 ~1~民部少輔に

f:f:ぜられ，建設当初の鉄道掛 としてこれを総理した。

次し、で工部 ・ 宮内の要職を歴任して同 8 年元老院議員となり，

こえて 12 年工部少輔，翌年工部大舗に任じられた。これよりさ

き明治 11 年林 賢店主等の企画した東京・高崎間鉄道建設に賛

幼したが，同 14年日本鉄道会社が設立されると，選ばれて初代

社長とな った。そして第 1 期工事である上野 ・高崎間開業直後の

同 17 年社長の職を辞した。日鉄社長を辞した後は，再び主主界へ

もど り同年宮内次官となり ， 伯爵を授けられ， 21 年熔密顧問官

に任じられたが， 間もなく同年 4・ 22 病没した。(田島啓次郎)

よじゅんかっ 予潤滑 大形ディーゼノレ機関の始動に当た

っては，ピストン・軸受等のしゅう(宿)動部にあ らかじめ潤滑

油を送り，しゅう動部の焼付き，摩耗損失等を防止 し，起動性

を良好にしている。さらに油圧制御式の調速機の起動時の制御

性を良好に保つ作用も付加しているものである。この韓韓関始動

;こ先だっ潤滑油の送油を予潤滑 と\"\"'，方法としては手動 (OF

50 形機関車用機関)または電動 (00 51 形機関車用機関)による

潤滑油ポンプを，予潤滑ポ γ プとして別に備えているもの， ま

た舶用機関等潤滑油ポンプが分離している機関では， 共用する

ものとある。(宮崎勝1

よゃくしゅうゅうじようし々けん 予約周遊乗車券

普通周遊乗車券の一種で， 国鉄が発地を限定 し，旅行日程 ・ 行

程・乗車船列車等を定めて発売する周遊割引乗車券を L 、う。

周遊害IJ引乗車券は，昭和 30 ・ 2 発売開始後，好評を博している

が，観光旅客の旅行需要が高度化， 複雑化するに伴い，旅行計画

が早期に行なわれ，列車等の座席(特に特別急行券 ・ 寝台券等)

の確保と旅館の予約等旅行に必要な諸手配が出発言ÎJに完了し，

安心して旅行できることが望まれてきた。これからの需要を充

足するために，昭和 37 ・ 11 予約周遊乗車券が発売された。

普通周遊乗車券は，国鉄が指定する周遊指定地を旅客の希望

によって 2 筒所以上 4定の条件によって周遊す る場合に，国鉄

線および関係社線の旅客運賃を 1 割引して発売するオーダーメ

イドの周遊割引乗車券であるが，予約周遊乗車券は，これらの

条件を充足し，かっ，発地 ・ 旅行行程・乗車列車等が指定され

ているので， レディメイ ドの脅通周遊乗卓券 と し、える。なお予

約周遊券を発売する場合には，その乗車船に必婆な急行券 ・ 4旨

定券およ び寝台券を同時に発売する と ともに，旅行に必要な旅

館券等を発売する。(戸川正雄)

よゅうきんの う んよ う 余給金の運用 〔余俗金運用の

経緯〕 国鉄で収納した業務上の現金は，保管， .ì基金の手段とし

て一時的には市中金融機関の頭金となるが，法令上限られた期

間内 (7 日以内)にすべて国庫(日本銀行)に頒託され，日 H の収

入と支払の波動によって生ずる余裕金や鉄道債券の発行，借入

金等一般金融事情との関連で，界期に外部資金を調達したこと

によ っ て生ずる余裕金も国庫へ預託することが義務づけられて

おり，資金の企業的活用ということを考慮されていなかった。

たまたま昭和 35 ・ 2 には，経済団体連合会から速輸大臣あてし国

鉄の国庫預託義務は， 自主的な資金の運用管理を不可能にさせ，

当然、生ずべき資金運用上の利益を失うことにな っ てレるので，

国鉄の企業性を発簿する見地から， この制度を早急に廃止すベ

ょゅう きんの

きであるJ 旨の建議書が提出された。また，監査報告書におい

ても L現行の預託金制度は，資金の企業的活用を無視したもの

で公共企業体の資金管理制度としては不適当である。金融機関

との関係を密にし，また，職員に利子の観念を涌養するために

は，この制度を改正する必要がある 。1 との指摘が行なわれた。

国鉄としては，資金の企業的活用をはかるべく国庫預託義務

を撤廃して，国債 ・ 金融債の取得や銀行等への預金を自由に行

ないうるよう日本国有鉄道i去の改正を運輸大臣に要望した。一

方，政府なかんずく国庫主管官庁としての大蔵省の立場として

は，あくまで政府関係機関の現金といえども広義の国庫金であ

るとの立場から，これらについても国庫統一の方針を貧き，市

中金融峨関の利用ならびに一般金融債への運用等は限定的に考

えたいとの意向もあり，政府部内でも意見の調整が行なわれた。

ここにおいて第 38 回通常国会に関係法案を提出したが審議未

了とな り ，次いで第 39 回臨時国会に持ち越され，昭和 36 ・ 10 ・ 27

L 日本国有鉄道法の一部を改正する法律1 が可決成立し， 11 ・4法

律第 187 号により公布施行された。 その内容は，国庫預託義務

は従来どおりとし，全面的な市中金融機関の利用は認められな

いが，新たに業務上の余裕金運用として預託金の額が大蔵大臣

の定める金額(必要領託額)をこえるものに限り，国債の保有な

らびに資金運用部への預託ができることになった。この改正は，

国鉄の希望していたところとはかなり隔たり があったが，それ

でも従来の運用を全く 認められていなかった状懸からみると一

歩前進であ り ，国鉄の資金管理における画期的な改正であった。

〔余裕金運用の対象〕 余裕金運用の対象として資金運用部へ

の預託は，手IJ率が低く，かっ， 資金が固定すること，国債のう

ち長期国債は新規発行がなく ， かっ， 既発行分は保有者が分散

していること等によ って，現在おもな運用対象となっているの

は，食湿証券 ・ 外国為替資金証券等のいわゆる短期国債である。

これは毎週月 ・ 水 ・ 金曜日 に発行され，償還期限は 2 箇月，利

率は日歩 l 銭 5 厘 5 毛となってし、る。

〔国債の売買〕 短期国債は，日本銀行本店の窓口で直接売買

されるが，これは買入後 9 日目に初めて売りもどしができると

いう 制限がある。一方， 国鉄の資金は支払面では，恒例給与・

期末手当 ・ 工事請負代金 ・ 資材購入代金等の支払によって，月

末・年末等に支払のl幻があり，収入面についても季節と曜日に

よって収入の山と谷がある。したがって， これら収支の波動に合

わせて国債の売買を適切に行なうには，日別の資金収支状況と

頒託金残高を事自íjにはあくすることが必要となった。このため

従来の月別支払計画だけでは十分でなく，新たに月別資金収支

計画およ び 目別資金収支計画等一連の資金管理体制を改善した。

〔余裕金運用に伴う資金統制〕

11) 日目IJ資金収支計画

ア 余裕金の運用として国債保有の金額・時期等を適切に行

なう には，日日の収支と余俗資金を計画的にはあ く することが

必要である。このため頑託金ベースによる，収納額，支払額，

回金受額， 回金払額，預託金残高の項目ごとに 15 日さきの日別

の計画を担当役から会計長へ提出させ， 支社においては，会計

長から申請された目別資金収支計画をとりまとめ，その計闘を

支査し，回金受払については，支社管内操作等所要の調整を行

ない経理局長に申請することにした。

イ 目別資金収支計画の制約としてはけ) 収入の国で，計

画額を上回るこ とはさしっかえないが，計画額を下回る場合に

は，その相当額を支払計画額から減額しなければならない。

(イ)支払の蘭で，計画額を下回ることはさしっかえないが，上

回って支払を行なうことはできなし、。ただし，収納，支払とも


